
減量認定対象判定フローチャート

事業で使用している

【減量認定対象外】

ご家庭での使用水

は、対象となりません。

家庭で使用している

家庭・事業で共用している

【減量認定対象外】

家庭と事業用途を共用している場

合、対象となりません。

※用途別に水道メーターを分けた

場合、対象となることがあります。

ある

【減量認定対象外】

ご使用水量の全てが下

水道へ流入するため、対

象となりません。

右以外

ご契約水栓（水道）の用途

ない

年間120㎥以上

かつ使用水量の20％を超える

年間600㎥以上

用途によって対象となる場

合があります。

下水普及課までお問い合

わせください。

・クーリングタワー

・製品の原料

（飲料、食品など）

・散水

上記以外
【減量認定対象外】

未流入水量が減量認定の基準以下のため、対象となりません。

【減量認定対象（※）】

認定を受けるためには事前申請が必要となります。

（遡って減量認定を受けることはできません）

お手続き等については下水普及課へお問い合わせください。

※使用状況などにより対象とならない場合もありますので、下水普

及課まで事前にご相談・ご確認ください。

下水道に流入しない水の有無

下水道に流入しない水の用途

下水道に流入しない水量


